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経済団体新春互例会
富山県商工同友会・富山県商工会壮青年部セミナー
中小企業景況調査結果（10月～12月実績）
商工会青年部長研修会
知っ得こ　マーケティング編
実質的支配者リスト制度
休業対応応援共済
育児・介護休業法が改正されます！
各地のイベント
元気とやま きときとトピックス
令和3年度補正予算　国の支援施策のご案内
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12
月
13
日
（
月
）、
富
山
市
の
呉
羽
ハ
イ
ツ
に
て
、
県

下
同
友
会
、
壮
青
年
部
員
を
対
象
に
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催

さ
れ
た
。
今
年
度
設
立
し
た
県
商
工
会
壮
青
年
部
が
主

催
し
、
部
員
の
資
質
向
上
と
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。
講
師
に
は
評
論

家
の
須
田 

慎
一
郎
氏
を
招
き
、「
い
ま
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
～
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
中
小
企
業
の
生
き
方
～
」
を
テ
ー
マ

に
講
演
い
た
だ
い
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
日
本
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の

か
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
企
業
、
国
民
は
ど
の
よ
う
に
変

化
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
か
な
ど
具
体
例

を
あ
げ
な
が
ら
お
話
い
た
だ
い
た
。

　
商
工
会
連
合
会
と
商
工
会
議
所
連
合
会
、
経
営
者
協
会
、
中
小
企
業
団

体
中
央
会
、
経
済
同
友
会
の
県
内
経
済
５
団
体
は
、
１
月
４
日
、
富
山
市

の
Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
富
山
に
お
い
て
、
合
同
の
新
春
互
礼

会
を
開
催
し
た
。
12
回
目
と
な
る
互
礼
会
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
徹
底
の
う
え
、
各
団
体
幹
部
や
企
業
の

ト
ッ
プ
ら
３
８
０
名
が
集
ま
り
、
地
域
経
済
の
発
展
に
向
け
て
団
結
す
る

こ
と
を
誓
っ
た
。

　

高
木
繁
雄
県
商
工
会
議
所
連
合
会
長
が
主
催
者
を
代
表
し
「
世
界
経
済
の
先

行
き
は
不
透
明
だ
が
、

地
域
の
経
済
と
未
来
は

自
分
た
ち
が
良
く
し
て

い
く
と
い
う
気
概
と
覚

悟
を
持
っ
て
臨
む
一
年

に
し
た
い
」
と
挨
拶
し

た
。
続
い
て
、
新
田
富

山
県
知
事
か
ら
来
賓
を

代
表
し
て
挨
拶
が
あ
っ

た
。

　

来
賓
紹
介
の
後
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
鏡
開
き
や
食
事
の

提
供
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
密
を
避
け

な
が
ら
和
や
か
に
懇
談

が
行
わ
れ
た
。

　

最
後
に
山
下
清
胤
県

経
営
者
協
会
長
が
閉
会

の
挨
拶
を
行
っ
た
。

経
済
団
体
新
春
互
礼
会

経
済
団
体
新
春
互
礼
会

TEL：（076）423-3171（代表） www.cgc-toyama.or.jp 

中小企業・小規模事業者を支える身近なパートナー 

資金調達 

経営支援  創業支援 
事業承継 

信用保証 

お気軽にご相談ください 

など 

富
山
県
商
工
同
友
会
・

富
山
県
商
工
同
友
会
・

富
山
県
商
工
会
壮
青
年
部

富
山
県
商
工
会
壮
青
年
部
セ
ミ
ナ
ー

セ
ミ
ナ
ー
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12
月
16
日
（
木
）、
と

や
ま
自
遊
館
に
て
県
下

商
工
会
の
青
年
部
長
等

を
対
象
に
青
年
部
長

研
修
会
が
開
催
さ
れ
た
。

本
研
修
会
は
、
商
工
会

青
年
部
・
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
ま
た
地
域
経
済

牽
引
者
と
し
て
の
自
覚
や
柔
軟
な
発
想
を
養
う
こ
と
を

目
的
に
実
施
し
て
い
る
。
講
師
に
は
、
笹
木
隆
司
氏
を

招
き
、「
思
い
が
〝
伝
わ
る
〟
ペ
ッ
プ
ト
ー
ク
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
い
た
だ
い
た
。

　

ペ
ッ
プ
ト
ー
ク
と
は
シ
ン
プ
ル
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言

葉
を
使
っ
た
声
掛
け
で
、
や
る
気
を
出
す
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
で
あ
り
、
事
例
を
交
え
た
お
話
の

中
で
家
庭
や
職
場
、
青
年
部
活
動
に
お
い
て
有
効
な
手

法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

個人賠償責任に次いで「傷害プラン」に熱中症の補償もついて
充実の安心補償！！

ご家族全員の
賠償事故をカバー！！

中小企業景況調査結果 （2021年10月～12月期実績・2022年1月～3月期予想）

前期比、製造業・建設業・小売業・サービス業いずれも好転

業況天気図
（注）D.I とは、景気動向指数の略で、前年同期と比較して増加（好転）企業割合と、

減少（悪化）企業割合の差を示すものである。

2020年 2021年
1月～３月 1月～３月4月～ 6月

（今期）
7月～ 9月

2022年（予想）
10月～ 12月1月～３月 4月～ 6月 7月～ 9月 10 月～ 12月

製 造 業

建 設 業

小 売 業

サービス業

D.I 値（前年同期比）表示マーク

20.1 ～ 快晴＝

5.1 ～ 20.0 晴れ＝

5.0 ～△ 5.0 曇り＝

△ 5.1 ～△ 20.0 小雨＝

△ 20.1 ～ 雨＝

　今期は、製造業△3.2（前期比+19.4ポイント）、建設業15.0（同+20.0ポイント）、小売
業△30.0（同+20.0ポイント）、サービス業△18.6（同+22.8ポイント）はいずれも好転
した。
　来期は、小売業△27.5（当期比+2.5ポイント）、サービス業△13.5（同+5.1ポイン
ト）は好転を、製造業△22.6（同-19.4ポイント）、建設業△35.0（同-50.0ポイント）は
悪化を予想している。　

商
工
会

青
年
部
長

研
修
会
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必要な要員や経験豊富な即戦力などを確保したいとき 事業の整理・縮小により、雇用調整を検討しているとき
や

1987年設立　人材マッチングの専門機関です

回
7
第

　
皆
さ
ん
は
S
N
S
を
利
用
さ
れ
ま
す
か
。
私
も
よ

く
情
報
収
集
や
知
人
と
の
交
流
の
た
め
に
活
用
し
ま

す
が
、
そ
の
中
で
も
特
にT

w
itter

（
ツ
イ
ッ
タ
ー
）

を
使
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
日
本
で
は
約
4,
5
0
0

万
も
ユ
ー
ザ
ー
が
い
る
と
い
う
か
ら
驚
き
で
す
。

S
N
S
は
う
ま
く
使
え
ば
自
社
の
情
報
発
信
に
と
て

も
役
立
つ
も
の
で
す
の
で
、
今
回
はT

w
itter

を
ビ

ジ
ネ
ス
活
用
す
る
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、T

w
itter

は
１
４
０
文
字
以
内
の
短
い
文
章
を
投
稿
す
る

S
N
S
で
す
。
投
稿
画
面
を
開
く
と
「
い
ま
ど
う
し

て
る
？
」
と
表
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
性
の
高
い
S
N
S
で
、
今
感
じ

て
い
る
こ
と
や
身
の
回
り
で
起
き
た
こ
と
を
発
信
す

る
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
こ
の
人
の
投
稿
を
今
後
も
見
た

い
と
思
っ
た
ら
そ
の
人
を
「
フ
ォ
ロ
ー
」
し
ま
す
。

自
分
の
こ
と
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
て
い
る
人
の
こ

と
を
「
フ
ォ
ロ
ワ
ー
」
と
言
い
ま
す
。
従
っ
て
、

フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
自
分
の
投
稿
が

多
く
の
人
に
届
く
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
誰
か

が
自
分
の
投
稿
に
「
い
い
ね
」
を
し
て
く
れ
た
ら
、

そ
の
人
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
人
に
も
自
分
の
投
稿

が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
非
常
に
情
報
が

実
さ
が
伝
わ
る
よ
う
な
も
の
に
し
た
り
し
て
、
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
文
章
に
は
フ
ォ
ロ
ー
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な

情
報
が
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す

く
記
載
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
直
近
の
投
稿

に
つ
い
て
は
、
自
分
の
投
稿
を
１
件
だ
け
最
上
部
に

固
定
し
て
お
く
機
能
が
あ
る
の
で
特
に
反
応
が
良

か
っ
た
投
稿
や
お
気
に
入
り
の
投
稿
を
固
定
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
初
め
の
う
ち
は
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
い
な
い
の

で
自
分
の
投
稿
が
な
か
な
か
人
の
画
面
上
に
表
示

さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
は
積
極
的
に
誰
か
の
投
稿

に
コ
メ
ン
ト
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。T

w
itter

は

見
ず
知
ら
ず
の
人
同
士
で
も
気
軽
に
コ
メ
ン
ト
を
送

り
合
え
る
文
化
で
す
の
で
交
流
し
て
み
て
頂
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
難
し
い
こ
と
を
考
え
ず
に
投
稿
や
コ
メ
ン

ト
を
し
て
い
れ
ば
楽
し
く
な
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

そ
う
し
て
発
信
を
続
け
て
い
れ
ば
い
つ
し
か
フ
ォ
ロ

ワ
ー
が
増
え
て
、
フ
ァ
ン
が
増
え
て
、
「
あ
な
た
か

ら
買
い
た
い
」
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

が
何
よ
り
の
差
別
化
で
す
ね
！

ビ
ジ
ネ
スTw

itter

活
用
で
「
あ
な
た
か
ら
買
い
た
い
」
を
実
現
す
る

拡
散
し
や
す
い
こ
と
も
特
徴
で
す
。

　
お
す
す
め
の
使
い
方
は
、
本
記
事
タ
イ
ト
ル
の
通

り
「
あ
な
た
か
ら
買
い
た
い
」
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

つ
ま
り
フ
ァ
ン
を
作
る
こ
と
で
す
。T

w
itter

で
は

短
い
文
章
し
か
書
け
ま
せ
ん
か
ら
自
然
と
人
柄
が

出
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
気
軽
に
コ
メ
ン
ト
の
や
り

取
り
を
し
て
交
流
が
出
来
る
の
で
親
近
感
も
湧
き

や
す
い
で
す
。
実
際
に
私
も
「T

w
itter

を
前
か
ら

見
て
い
ま
し
た
が
よ
う
や
く
会
え
ま
し
た
ね
！
」
と

い
う
感
動
の
出
会
い
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。

　
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
情
報
が
溢
れ
て
い
る

時
代
で
す
か
ら
、
自
社
や
商
品
の
情
報
を
届
け
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
し
、
商
品
自
体
も
簡
単

に
模
倣
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
物
で

勝
負
す
る
の
で
は
な
く
人
で
勝
負
す
る
の
で
す
。

「
あ
な
た
か
ら
買
い
た
い
」
と
思
っ
て
く
れ
る
フ
ァ

ン
が
い
る
こ
と
ほ
ど
心
強
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　T
w
itter

を
通
じ
て
フ
ァ
ン
を
作
っ
た
り
自
社
の

情
報
を
届
け
た
り
し
た
い
な
ら
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
増
や

す
こ
と
が
重
要
だ
と
ご
説
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
増
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ご
説
明
し
ま

す
。
多
く
の
場
合
、
人
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
誰
か

を
フ
ォ
ロ
ー
し
ま
す
。

　
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
に
投
稿
が
表
示
さ
れ
る 

⇒
 

共
感
し
て
「
い
い
ね
」
を
押
す ⇒
「
ど

ん
な
人
が
投
稿
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と

思
っ
て
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
写
真
を
タ
ッ
プ
す
る 

⇒

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
文
章
と
直
近
の
投
稿
を

見
る ⇒

 

好
感
が
持
て
た
ら
フ
ォ
ロ
ー
す
る

　
つ
ま
り
、
大
切
な
の
は
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

写
真
・
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
文
章
・
直
近
の
投
稿

で
す
。
写
真
を
目
立
つ
よ
う
に
し
た
り
誠

マーケティング編

遠藤 頑太
新潟県長岡市出身。新潟大学 経済学部卒業。
大学卒業後、東京の営業コンサルティング・営業
アウトソーシング会社に入社。中小企業から大手
企業・上場企業まで、様々な業種業態にわたる企
業の営業支援を行う。そこで培った営業・販売の
ノウハウを活かして「地域を若い人がもっと活躍
出来る場に変える」という使命をもってグローカル
マーケティングに入社。趣味はドライブと料理。

コンサルティング部 部長
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①BOリストの写し交付申出

株式会社
（利用者）

商業登記所（全国84か所）

実質的支配者リスト制度

制度の概要

利用することができる法人

Ｂ 金融機関等

Ｃ 金融機関等

Ａ 金融機関等

（詳しくは法務省のホームページへ）
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html法務省民事局

②BOリストの写し交付（無料）

③BOリストの
　写し提出

　株式会社の申出により，商業登記所が，当該株式会社が作成した実質的支配者リスト（※）
について，所定の添付書面により内容を確認して，その写しを発行する制度が始まります。
（※）実質的支配者リストとは，実質的支配者（Beneficial Owner。以下「BO」といいます。）について，そ
　　  の要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

添付書面
1．株主名簿の写し
2．代理権限を証する書面
3．申出会社の代表者の本人確認書面　等

株式会社（特例有限会社を含む。）が利用することができます。

BOリスト制度の手続の流れ
BOリストの保管及び写しの交付の流れ
①申出（会社の代表者又は代理人）
　①-1 BOリストの作成
　①-2 申出書の作成
　①-3 添付書面を用意
　①-4 申出書・BOリスト・添付書面の提出
　  手数料無料，郵送による申出も可能（郵送料は申出人負担）

②確認・交付（登記所）
　②-1 登記官による確認，BOリストの保管
　②-2 認証文付きのBOリストの写しの交付
③利用
　③ 銀行等に提出
　 必要に応じて，再交付の申出も可能

申出の対象となるBO

以下の①及び②が対象となります。

対象外 上記①及び②に該当するBOがいないときは，
申出をすることができません。

議決権の50％超を
直接・間接に保有する
自然人がいる

議決権の25％超を
直接・間接に保有する
自然人がいる

（当該法人の事業経営を実質的に
支配する意思又は能力を有してい
ないことが明らかな場合を除く。）

（当該法人の事業経営を実質的に
支配する意思又は能力を有してい
ないことが明らかな場合を除く。）

①当該自然人

②当該自然人

51％
A B社 C社

26％保有26％保有

51％

BO 申出会社 BO 申出会社 BO 申出会社

26％ A
B社

C社

40％保有
51％ 20％

20％

A
D社

C社

40％保有
51％ 20％

B社
20％

【参考】間接保有の例

令和4年1月31日開始
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小さな会社ですが
丁寧な仕事を心がけています。
小さな会社だから
できる事があります。
人と社会を繋ぐお手伝いをいたします。
心に伝わる広告物をご提供いたします。

お客様の想いをカタチにする

▼令和４年４月１日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（研修、
相談窓口設置等）
・妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を撤廃

▼令和４年10月１日施行
③産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
・子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合
意した範囲で休業中に就業することが可能

④育児休業の分割取得
・分割して２回取得可能

▼令和５年4月１日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
・従業員数１０００人超の企業は、育児休業等の取得
の状況を年１回公表することが義務付け

　男性が育児休業を取得しやすくなる制度の導入や
変更を定めた改正育児・介護休業法が成立しまし
た。改正法の施行により、男性の育児休業取得をよ
り一層後押しすることはもちろん、配偶者の出産や
退院、復職など、各家庭の事情に合わせて柔軟な育
休取得計画を立てられることが期待されます。詳細
につきましては厚生労働省のHPをご覧ください。

事業や雇用の継続を守るために！！
皆様が経営なさっている事業用建物が、被災して事業が休止した場合に共済金をお支払いします。

 お問い合わせは 

 地元の商工会まで
（取扱組合　富山県火災共済協同組合）
（元受団体　全日本火災共済協同組合連合会）

育児・介護休業法が改正されます！ ～令和４年４月１日より３段階で施行～

【問い合わせ先】富山労働局　雇用環境・均等室　TEL ０７６－４３２－２７４０

●育児・介護休業法  ●パワーハラスメント防止措置  ●女性活躍推進法 への対応を
富山県商工会連合会・商工会、働き方改革推進支援センター富山が支援します！

令和4年4月1日
からの法改正

約定日額（休業1日あたりの支払金額）を10万円に設定
左記の災害や事故が原因で50日間休業された場合

10万円×50日＝500万円 の支払
休業時の費用負担に備えて、経営者が約定日額を設定
出来るので、事業継続計画を策定し易いのが
「休業対応応援共済」です！！
＜掛金例について＞

年間掛金
45,490円

鉄骨造  約定日額10万円  全損約定日数150日
一部損約定日数　60日で契約された場合
　見積の作成に必要な情報
　①火災保険証券（写）　②建物の建築年月　
　③粗利益　④年間営業日数　　　

※約定日額は1万円から設定できますが限度額があります。

休業1日あたりの支払金額を契約者が設定ここが
ポイント！



7

令和 4 年 2 月 1 日発行（毎月１回 1 日発行） VOL.560 昭和 52 年 3 月 12 日第三種郵便物認可

各地 3月のイベント
イベント名 開催日 お問合せ先

おわら特別ステージ

ふれあい青空市「やまだの案山子」

越中八尾観光協会

やまだの案山子3月（月・火・水・土・日・祝）

076-454-5138

076-457-2333

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント開催が延期、または中止になる場合があります。詳細は各イベント問合せ先にご確認ください。

令和3年度  富山県制度融資

デジタル技術を活用した設備投資を実質3年間無利子で
後押し
［対象］新たな製品・サービスや付加価値の創出に取り組む
ため、デジタル技術を活用した設備を導入し、1%以上の
生産性または業務効率の向上を図る中小企業者

［融資限度額］3,000万円 
［融資期間］10年以内（うち据置期間最大3年）
［金利］ゼロ（4年目以降は年0.9%以内）

活用イメージ
・ICT建機（マシンコントロールシステム等）　
・３D測量（レーザースキャナ等）
・テレワーク・ビデオ会議システム構築　　　
・オンライン商談機器　など

■お申し込み・お問い合わせ先

【お申し込み】お取引のある金融機関ヘ
【お問い合わせ】富山県 地域産業支援課 金融係　TEL：076-444-3248 （平日8：30～17：15)

3/5㈯、3/6㈰、3/12㈯、
3/13㈰、3/19㈯、3/20㈰

富山県商工会連合会では、中小・小規模事業者からの経営
相談の対応を行う嘱託専門指導員を設置し事業者の支援
体制の強化を図ります。

■コロナ対策を含めた支援制度等を事業者へ周知し、それぞれ
の相談案件に適した制度を活用していただく事を目的とします。

■中小・小規模事業者が抱える専門的、多岐にわたる経営課題に
専門指導員が対応します。

■相談方法　来会、電話、Zoom

【税理士】
　菅原  昌仁 氏〔創業・事業承継・財務分析等〕
【中小企業診断士】　
　丸亀 　 徹 氏〔経営一般・事業計画策定・補助金活用支援等〕

コロナ対策経営相談窓口体制強化事業 お気軽に
ご相談
ください。

窓口相談日（富山県商工会連合会）

菅原  昌仁 氏 丸亀 　 徹 氏

2/3㈭・2/17㈭2月 2/15㈫・2/22㈫

13：00～17：00 9：00～13：00

相談無料

事前予約制　
お近くの商工会に
お申込みください

■ DX推進資金

新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格等
の上昇により、経営上の影響を受けている中小企
業者の資金繰りを支援
［対象］
1. 売上高等が最近1ヶ月（※1）の実績とその後2ヶ月を
含む計3ヶ月の見込みで、対前年比（※2）5%以上減
少している方

（※1)「最近1ヶ月の実績」のほか、「最近6ヶ月の実績」等によ
る比較も可能です（6ヶ月に限らず、比較する期間は事業者
の実情に応じて弾力的に適用します。）。

（※2）新型コロナの影響を受ける直前同期が比較対象です。

２．原油等の売上原価依存率が20％以上、かつ仕入
価格が前年同期比20％以上上昇、かつ最近3ヶ月
の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前
年同期を上回っている方

［融資限度額］1億6,000万円（「新型コロナウイルス
感染症対応資金」融資限度額6,000万円を含む）

［融資期間］7年以内（うち据置期間1年以内）
［金利］1.25%以内
［保証料］
年0.50％（セーフティネット保証、危機関連保証を
利用する場合）
年0.35％～年1.05％（上記保証を利用しない場合）

■ 経済変動対策緊急融資  「新型コロナウイルス感染症対策枠」

事業再生に取り組む場合、信用保証料をゼロに
［対象］中小企業再生支援協議会や経営サポート会議等の
支援により作成した事業再生計画に基づいて経営を再建
する事業者

［融資限度額］ 1億円 
［融資期間］15年以内（うち据置期間5年以内） 
［金利］年1.45％以内 
［保証料］ゼロ（年0.20%を県補助によりゼロに） 

■ 経営改善サポート資金
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事業復活支援金 2022年３月までの事業の見通しを立てられるようコロナ禍で大きな影響を
受ける事業者に地域・業種問わず、固定費負担の支援額を一括給付

●対象者　新型コロナの影響で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年
3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上または30％以上50％未満減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

●給付額

●開始時期　1月31日から申請受付を開始
●事業復活支援金事務局　URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

●給付上限額

※1　基準期間とは、「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3
月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間

※2　対象月とは、2021年11月～2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が
　　  50％以上または 30％以上50％未満減少した月で、申請に用いる月 

この他にも様々な補助金等の支援策がありますので、詳細は富山県商工会連合会のホームページ、又はお近くの
商工会へお気軽にご相談ください 
〒930-0855　富山市赤江町1-7　富山県商工会連合会　　　TEL076-441-2716
URL  https://www.shokoren-toyama.or.jp

令和3年度補正予算　国の支援施策のご案内

売上高減少率 個　人
事業者

▲50%以上
▲30%以上50%未満

50万円
30万円

法　　　人
年間売上高1億円以下※ 年間売上高1億円超～5億円※ 年間売上高5億円超※

100万円
60万円

150万円
90万円

250万円
150万円

※ 基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高 

（基準期間※1 の売上高）ー（対象月※2 の売上高）×5 

●開始時期　第5回公募期間は1月20日〜3月24日（申請受付開始は2月中旬予定）
●事業復活支援金事務局　URL：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

事業再構築補助金 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの
取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

●対象要件　①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して
　　10%以上減少していること

　　　　　　②事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること等
●開始時期　令和４年以降
●補助上限額・補助率

申請類型
最低賃金枠
回復・再生応援枠
通常枠
大規模賃金引上枠
グリーン成長枠

500万円、1,000万円、1,500万円（※２）

2,000万円、4,000万円、6,000万円、8,000万円（※２）

１億円
中小１億円、中堅1.5億円

補助上限額（※１） 補　助　率

中小3/4・中堅2/3

中小2/3・中堅1/2（※3）

中小1/2・中堅1/3
※1　補助下限額は100万円　　※2　従業員規模により異なる　　※3　6,000万円超は1/2（中小）、4,000万円長は1/3（中堅）

●補助対象　小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓経費
●補助上限額・補助率

賃上げや規模拡大に取り組む事業者に特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げ 
後継ぎ候補者が実施する新たな取組や免税事業者からインボイス発行事業者へ転換
する事業者に特別枠を創設し、上限額を引き上げ

小規模事業者
持続化補助金

申請型類型 
通常枠
成長・分配強化枠（賃上げや事業規模の拡大） 
新陳代謝枠（創業や後継ぎ候補者の新たな取組） 
インボイス枠（インボイス発行事業者への転換）
低感染リスク型ビジネス枠

50万円
200万円
200万円
100万円
100万円

補助上限額 補　助　率

2/3 

3/4

（成長・分配強化枠の一部の類型において
　赤字事業者は 3/4） 


